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○会 長     それでは時間になりましたので、平成 26年度第 1回北広島市子どもの

権利推進委員会を開催いたします。 

では「3権利体系ごとの施策」の方向性についてということで、事務局

の方からお願いいたします。 

 

○事務局     それでは私のほうから説明いたします。 

まず前回の委員会で委員の方から意見等いただきましたことに関する

ご報告からさせていただきます。 

資料の「2 守り守られる施策の推進」のところの（2）危険から身が守

られることに対しご意見いただきました不審者対策の部分ですけれども、

青少年安全対策事業で今警察や学校からの不審者情報につきまして携帯

電話やパソコンにメール配信をしており、そちらの事業を載せさせてい

ただいております。 

それから子供に対する防災ということで、災害対策の部分につきまし

て前回ご意見いただきましたので、防災資機材の整備事業と防災訓練事

業ということで掲載させていただいております。こちら具体的に今何を

やっているかといいますと、乳児用の紙おむつや哺乳瓶の備蓄、防災防
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犯フェスタの開催、小学生を対象とした避難訓練等の実施をしておりま

す。あるいは防災ポスター展や防災センターの見学、また小学生を対象

とした防災教室の支援等を行っているところです。それから小中学校の

校長を対象として防災講座や意見交換等をしているというところであり

ます。 

それからもう 1 つ前回ご意見いただきましたＣＡＰプログラムの件に

ついてでありますが、教育委員会に中身を確認しまして、現在各学校の

判断で保護者の方とお子さんの教育という部分もございますので、ＰＴ

Ａが主体的になって活動していただいているということをお伺いしてお

ります。今後につきましては教育委員会でも色々考えているところがあ

るということを話しておりましたけれども、現状としてはそういう状況

で、各学校がＰＴＡ活動の一環とし取り組んでいるところがあるという

ところでございます。 

それから、年度が変わりましたので、各課に対し今年度拡大したり、

事業の中身が変わったり、事業名が変わったりした部分をそれぞれ資料

の方に反映させていただいております。  

まず「1 安心して生きる施策の推進」のところの（5）デートＤＶ防止

の啓発というところの出前講座を追加しております。 

後は、「2守り、守られる施策の推進」の（9）障がいの部分でございま

すが、事業名が変わりましたので、こども発達支援事業ということで反

映させていただいております。 

残りにつきましては今回ご審議いただく 3 の施策と 4 の施策になりま

すので、その部分の説明の中で説明させていただきます。以上前回のご

意見等によります修正についご説明いたしました。 

 

○会 長     ありがとうございます。前回の 1、2の部分に付け足していただきまし

た。 

私は前回出られなかったのですが、青少年課の網掛けの部分で、不審

者情報を携帯電話やパソコンメールに配信するとありましたけれども、

この部分については全員に送ることになっているのですか。希望者です

か。 

 

○事務局     事前にメールの登録の申し込みをいただきまして、その方にお送りす

るという形になっております。 
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○会 長    ありがとうございます。他にないですか。 

 

○Ａ委員    先ほどＣＡＰについての現況を教えていただいたのですが、今後につい

ては教育委員会の方でどういうふうにお考えだということなのでしょう

か。もう一度お聞きしたいのですが。 

 

○事務局     議会での答弁でも申し上げているところでございますけれども、現在

教育委員会の方では中身についての研究を行っているという段階でござ

いますので、今後の展開につきましてはその後ということになりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 

○会 長     ありがとうございます。1、2 番目のところにつきましてはよろしいで

すか。それでは今日は権利の 3 と 4 の部分になりますので、まず事務局

の方から報告お願いいたします。 

 

        （資料に沿って説明） 

 

○会 長     「3 健やかに育つ施策の推進」について、ご質問ありましたらお願いい

たします。 

 

○Ｂ委員    2 点あります。1点が中央公民館のところで、今年は使えないということ

はどなたもご存じだと思うのですけれども、使えなくてもこういうふう

に書かれているのであれば、今年は使用できなくても、こういうことを

したいと思っているということが一文入っていた方がいいのではないか

というのが 1点です。 

もう 1 点が、大曲の方だったと思うのですが、学校が終わった後に退

職された校長先生方でしたか、複数名の方が定期的に勉強を見てあげる

ような何かがあったと思うのですが、この「3健やかに育つ施策」のどこ

かに入ってくると思ったのですがどこにも見当たらなかったので、ここ

と違うものなのであればその説明をいただきたいというところです。以

上です。 

 

○会 長     事務局お願いいたします。 

 

○事務局     まず中央公民館につきましては、この計画は 27 年度からスタートの計
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画となっております。今年度 26 年度につきましては、改修工事中で使用

できない状況にありますが、27 年度から引き続き今までどおり使用でき

ることになりますので、こちらの計画に掲載させていただいているとい

うところであります。 

次、大曲で行っている事業ですが、放課後子ども教室という事業にな

ります。こちらは今モデル事業として、大曲で 1 校やっておりまして、

国語算数等の学習支援を行っているところでありますけれども、今年度

やっていく中で事業の検証を行って、今後どうするかという方向性をこ

れから定めていくということで担当課の方から話をお伺いしております

ので、まだ 27 年度以降どうなるかということについて定まっていないと

いうのが現状でありますので、今のところこちらの方には載せていない

という状況です。今後方向が定まりましたら、この計画にも随時反映さ

せていただけたらというふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。以上です。 

 

○会 長     他にございませんか。 

 

○Ｃ委員     同じく（3）の文化・芸術・自然に親しむ事業の展開、もしくは外国の

文化などに親しむ事業の展開の中に入ると思うのですが、外国の文化な

どに親しむ以前に、日本の文化にも親しめたらというふうに思います。

例えば茶道、華道、武道など、このようなものをまず知ることで外国の

ものを知るということが大切だと思います。以上です。 

 

○事務局     武道につきましては必修化になりましたこともありまして、数年前に

北広島の場合は空手ですけれども、用具等を整備いたしまして現在学校

で授業として行っているところです。それから学校に地域のボランティ

アが入りまして、いろいろな授業の支援等を行っていただいております

ので、その中でいろいろな活動について各学校の特色を持った形で行っ

ているというのが現状だと認識しております。茶道華道につきましては、

私共の手持ちの資料にはございませんので申し訳ありません。 

 

○会 長     他に何かございますか。 

 

○Ｄ委員     今のご指摘で、国際交流事業と関連づけられたことは大事な部分だな

と思います。サスカツーンの高校生との交流事業では、本当は 2 学期に
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行っている空手の授業と琴の授業を、用具等を貸し出していただいて行

うのですが、カナダから来た方にも実際に空手着を着てもらっています。

生徒にとっても日本の文化を海外の方に伝えるという貴重な経験になっ

ていると思います。またそれ以外の部分でも、昨年から着物の事業とい

うことで、札幌の着物学院の先生をお招きしてゆかたの着つけを行い、

学校の教育活動に取り入れておりますので、そういった部分では、子ど

もたちがきちんと自国の文化について学習するというのは、ご指摘のと

おり本当に大事なことだなと思っております。 

 

○Ｅ委員     （5）の自分の幸せな未来の実現に向けて必要な情報を得ることの下の

段、子どもの権利に関する広報啓発活動の推進ですが、この子どもの権

利条例ができたことによって、児童家庭課と人権擁護委員が連携をとっ

て啓発活動を行うなど、より啓発が実効性のあるものになるような具体

的な考えがありましたら教えていただきたいと思います。 

 

○会 長     はい、お願いいたします。 

 

○事務局     ご指摘ありがとうございます。この前ちょうど、北広島西高校で人権

擁護委員の方と合同で、学校の先生に講習会を開催させていただきまし

て、人権擁護委員の方からはデートＤＶに関することがメインで、私共

の方からは児童虐待に関連して、高校生のお子さんですと、なかなか見

た目で児童虐待を受けているということがわかりにくいのですけれども、

例えば弟や妹などにそういう兆候があったら連絡をもらうような話もさ

せていただきましたので、今後ともそういう形で、お互いに手を携えな

がら、いろいろな形で啓発活動を進めていく機会が多くなるのかなとい

うふうに捉えております。 

 

○Ｅ委員     今後もやはり高校生対象などで、市の各担当課と連携しながら、効果

的な啓発ができたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 

○会 長     はい。他ございませんか。 

 

○Ａ委員     今のＤＶについての啓発事業についてもそうですけれども、人権擁護

委員の方の出前講座もとても大切だと思います。あわせてぜひ、ＣＡＰ

でも高校生向けのワークショップでは、デートＤＶも入っていますし、
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自分を守るという自衛策を教える前に、まず自分たちは安心して自由に

生きる権利があるということをとてもわかりやすく子どもたちに説明し、

その上から自衛策を教えるというワークショップになっていますので、

ぜひそちらの方もお願いしたいと思います。 

この間 3月 10 日の道新に、不審者から子どもを守るにはという記事で、

北海道ＣＡＰを進める会の代表の方の記事が載っていまして、ご覧にな

った方も多いかと思いますが、今日コピーを持ってきておりますので、

よろしかったら後で目を通していただければと思います。 

 

○事務局     高校につきましては、メインは道立高校ということになりますので、

そちらのカリキュラムの中で私共が呼ばれれば当然行くという形になり

ますが、なかなかこちらとしてどうしてください、というのは言いにく

い部分ではあるのですけれども、その中で道立高校としてどういうふう

に考えるかという部分につきましては、お伺いする機会もあるのかなと

いうふうに考えております。 

 

○会 長    ありがとうございます。他ございますか。 

 

○Ｆ委員     デートＤＶのことに関して、性教育に関してはちょっと難しく、賛否

両論もあるとは思うのですが、デートＤＶに関しては高校生対象、大き

い子どもたち対象に行っているのですが、その前段階のところで、小学

生、もっと小さいうちから、性教育に関してのことを始めるということ

が効果的であると思います。そして性教育ということは、やはり自分の

命を大事にすること、結局、子ども権利ということにつながってくるの

ではないかなと思うので、その辺はどうお考えになるかご意見をお聞か

せ願いたいと思います。 

 

○事務局     実際今、学校のカリキュラムの中で、性教育は行われているというふ

うに捉えております。授業でやっているという話は聞いておりますので、

その辺りでどういうような活動をしているのかという部分もあるのでし

ょうけれども、やっていると捉えているところでございます。 

 

○会 長     Ｇ委員、いかがですか。 

 

○Ｇ委員     低学年のうちは男女差というよりも、むしろお互いを大事にしていく
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という部分で性教育を行い、だんだんと思春期に近づくにつれて、男女

差みたいな部分が出てくるのですけれども、低学年のうちは、お互いを

大事にしていくというような人権の部分が大切だと思います。 

 

○会 長    ありがとうございます。他ございますか。 

 

○Ｅ委員     ＣＡＰの件なのですが、いじめなどに対する未然防止、それから自分

を守るということでいろいろ話し合いをしておりまして、そのＣＡＰの

講師になられる方というのは、研修が必要ということですよね。 

 

○Ａ委員     はい、ＣＡＰのファシリテーターという、その資格をとるために、3日

間泊まり込みでびっしり研修を受講します。なおかつ、ちゃんと研さん

を積んで、講習時間が 1 時間だったら 1 時間の中で、きっちりポイント

を押さえたワークショップをしなければならないものですから、それを

もちろんできる方がやっています。 

 

○Ｅ委員     ＰＴＡでするとなると、やはりそういう気の長い研修が必要だなと感

じて、そこまでできないという結論になりました。ありがとうございま

す。 

 

○Ａ委員     先ほど、低学年の子どもたちや幼稚園に行っている子どもたちの性教

育のことをＦ委員がおっしゃっていましたけれども、ＣＡＰの中には、

幼児または小学校の低学年とか、年齢に合わせたワークショップを用意

していまして、その中ではっきりこう性教育という形ではないのですが、

嫌な触られ方とか、知っているお兄さんにキスされたりした時の身の守

り方とか、そういう時にどうしたらいいかということも含めて、例えば

小さいお子さんだったら、あまりショックが大きくないように、大きめ

のお人形を使ってのワークショップで、絶対に恐怖心をあおったりしな

いようなしくみになっていますので、そういった点でも、とても有効だ

と思います。 

 

○会 長     ありがとうございます。他ないですか。 

 

○Ｄ委員     3 の（2）遊ぶことを通して良好な人間関係を築くこと、遊び場の提供

そして（6）安心できる居場所が確保されること、子どもの居場所の提供



平成 26 年度 

第 1 回 北広島市子どもの権利推進委員会議事録 

 

 

- 8 - 

 

ということでお示しになっているのですが、厚別の方で小学生の誘拐事

件ですとか、新聞等でも札幌で小学校児童へのわいせつ事件等が載って

ございます。子どもが安心できる居場所を確保していくというのは私共

大人の責務だろうと思っています。西の里地区では今年 2 か所目の学童

クラブがスタートしたと聞いています。児童センターの方も、先ほどた

しか市内 2か所、今年 1か所というようなお話だったかと思うのですが、

このあたりの見通しも含めて、もう少し具体的に教えていただければと

思います。 

 

○会 長     お願いいたします。 

 

○事務局     今年の 7 月下旬頃、北広島団地の元広葉小学校の跡地に、北広島団地

の児童センターがオープンする予定となっております。児童センターは、

最初に輪厚地区にできまして、その後大曲の夢プラザに大曲児童センタ

ーができて、今 3 か所目の北広島団地児童センターができたというとこ

ろです。今後の予定ですけれども、地域的に東部地区と西の里地区につ

いてはまだ児童センターがないということで、今年度、今後の児童セン

ターの基本的な方針を決める予定をしております。 

 

○会 長     ありがとうございます。今、私は北ひろしま福祉会の理事をしていま

すが、北広島の本部のところに「ほっと」という子どもも集まってくる

寺子屋がありまして、退職した学校の先生方によって学習などを行って

います。民間なので知られていないのかもしれませんが、そういうとこ

ろもありますので、探せばまだまだあるのではないかという気がします。 

 

○事務局     今のお話の補足をさせていただきますが、北広島団地の元北ガスの事

務所の側に、「ふれて」というところがあり、そちらでも高齢の方とお子

さんが触れ合うような形で、お子さんが自由に来ることができるような

場も設けております。 

 

○会 長     ありがとうございます。他よろしいですか。 

 

○Ａ委員     児童センターが利用できるのは小学校までのお子さんですか、それ以

上の中学生とか高校生も利用できるのですか。中学生とか高校生が立ち  

寄るようなスペースというか、居場所がないような気がしているので、
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その辺についてはどうでしょうか。 

 

○会 長     お願いいたします。 

 

○事務局     児童センターは、18 歳未満のお子さんが自由に使える自由来館施設に

なります。輪厚児童センターにつきましては、わりと学年の高いお子さ

んが来ることが多いです。西部小学校のお子さんも当然いらっしゃいま

すけれども、中学校のお子さんですとか、高校に入られても来られるお

子さん、卒業してもお子さんの遊びの支援でボランティアとして来られ

る方も結構いらっしゃると現状を聞いております。大曲につきましては、

わりと年齢層が低いお子さんがいらっしゃることが多いです。学齢前の

お子さんがメインで来られていまして、大曲東小学校のお子さんも来ら

れています。大曲は域外の方も多くて、清田方面、真栄や里塚ですとか、

あちらの方に大きな児童館がありませんので、こちらまでわざわざ来ら

れて遊ばれているというお子さんが多いと聞いております。以上です。 

 

○会 長     ありがとうございます。「3 健やかに育つ施策の推進」につきまして、

他ございませんか。 

 

○Ｇ委員     （1）の最後の、学習の経済的支援の部分で、生活保護や準要保護を受

けている親ですけれども、その支給の仕方によっては、結局子どもに返

らない、支給されているけれども学校への教材費等が滞っているとか、

あるいは子どもの学習用具を買うために支給されているのに、結局子ど

ものところまで下りていかない、そういうような現状もあるので、市の

方で子どもが学ぶ権利を保障してあげるのであれば、支給の仕方等も考

えていただきたいなというふうに思っています。 

 

○事務局     現状、例えば給食費等は委任払いもやっているとお伺いしております。

現物給付については、担当課に伝えさせていただきます。 

 

○Ａ委員     不登校児童生徒への適応指導や保護者へ支援のところなのですけれど

も、今の市の不登校児童生徒の適応指導というのは、みらい塾のことを

指しているのではないかと思うのですが、15 歳になったらみらい塾を卒

業という形になるのでしょうか。そのあとに 18 歳までの間の子どもたち

の引きこもりとか、あるいはニートとか、その子どもたちについての支
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援、相談機関はどういうふうになっているのか。子どもの権利条例は高

校生でしたら 18 歳を超えていても範囲に入っていますので、ぜひお願い

いたします。 

 

○会 長     お願いいたします。 

 

○事務局     スクールソーシャルワーカーは教育相談員と兼務しておりますけれど

も、相談件数としては年間 100 件超というような相談を受けて、その中

で幅広い年齢の方について対応しております。それから臨床心理士もお

りますので親御さんの相談も 400 件程度になりますけれども受けている

というような状況になっております。それから適応指導教室に来られる

方は、まだそういう形である程度表に出られる方ですけれども、そこに

至る前の段階の方、そこに至れないお子さんも結構いらっしゃるもので

すから、そういう意味では訪問相談員ですね、若い方を家庭に派遣しま

して、遊び相手、話し相手になるような活動も行っているところであり

ます。 

 

○会 長     他よろしいですか。 

 

○Ａ委員     2 月にあった前回の委員会の議事録などの情報を受け取っていないの

で、確認させていただきたいのですが、11 月の第 3 回委員会で提案した

「2守り、守られる施策の推進」（2）の危険から身を守られることについ

て、不審者情報など、情報提供で逆に不安になり、何をしたらよいのか、

手段を持たないままに子どもたちをするのではなく、子ども自身で自己

防衛できるための手段を施策に取り入れてほしいと要望し、市議会でも

提案があった内容と返答をされていましたが、どうなったのでしょうか

というのがまず第 1点です。 

それから、推進計画のこの構成を権利体系ごとの 4 つに今回分けて、

今審議していますけれども、この計画の基本理念が見えてこない、示さ

れていない、前期 4 年間の取り組みの焦点は何に合わせているのでしょ

うか。他の自治体の推進計画には、例えば多治見市のものですと、この

推進計画の目標というのがちゃんと明示されていまして、例えば自己肯

定感の向上というのが掲げられています。で、札幌市では子どもの権利

を尊重し、安心できる環境の中で自立性と社会性を育むまちの実現とい

うのが、きちっと掲げられて、それにのっとった推進計画ということで
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進められているのですが、北広島の場合はどうなっているのかという、

まずこの 2点をお聞きします。 

 

○事務局     前回の質問の不審者情報の配信ということで、その部分の情報を渡す

のはいいのですけれども、その後はどうなるのかということですが、た

またま、去年の秋に輪厚で熊が出まして、情報が来たのはいいがその後

をどうするかということでかなり協議した経緯もございます。当然、情

報だけ渡してそのあとどうしたらいいかという部分を渡さないと子ども

達が不安がるという部分もございますので、例えば保護者に迎えに来て

もらって帰ってくださいとか、集団下校ではないですが、一斉に下校し

てある程度固まって帰ってくださいとか、あるいは児童センターに来て

いるお子さんにつきましては、保護者に連絡をとって迎えに来るまでそ

のまま中で待機させてくださいですとか、そういう対応は当然必要とな

ってくると思います。その状況といいますか、切迫度や内容に応じて変

わってくるのかなという認識をしているところであります。 

それから、計画の焦点ということでございますけれども、子どもの権

利条例前文のところに理念が謳われております。そちらのところから最

終的には出てくるのかなと考えておりますが、この前文のところでの一

番の骨子というのが、子どもが夢と希望を持ち幸せに暮らせるまちを目

指すというところになると思いますので、そちらが最終的な目的という

形で、そこに向かって各施策を方向付けていくという形になろうかと考

えてございます。以上です。 

 

○Ａ委員     条例制定の過程で子どもの権利推進委員という名称にはなりましたが、

推進委員の活動は、条例の推進ばかりではなく、条例施行後にどう機能

していくのか評価していく立場にあるのではないでしょうか。効果的な

施策を推進するためにその実施に関することについて調査審議し、権利

条例がどう機能しているのか検証しなければなりません。現状に合った

評価がなければ意味のない計画になってしまうので、条例制定前の各事

業の状況資料はいただきましたが、条例が施行されて 1年経過したので、

1年間の評価が必要と考えます。どのような活動をして、どの程度の認知

度なのかなども知りたいです。また、平成 27年度の計画に繋げるために

は、今年度の動向についての説明も必要ではないでしょうか。 

 

○事務局     まず今年度の動きですけれども、現在権利カードに暫定的なキャラク
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ターを入れておりますが、そのキャラクターを子どもたちの手によるキ

ャラクターに変えていきたいと考えておりますので、公募して子どもた

ちに直接書いていただこうと考えております。そのような形で条例に触

れていただくことによりまして、権利というものが身近に感じられるよ

うになり、より親しみやすいものになるのかなと考えております。 

それから、今後の施策についてですが、27 年から 3 年間という形での

施策になるというふうになっていますが、例えば他の保健福祉関係の計

画でもそうですが、スタートして進行管理というのが当然出てきます。

その中で、今どういう状況で今後どういうふうになっていくかという目

標もございますので、それにつきましては、各年度の委員会を開いてい

ただく中で検証していただいたうえで、次の計画のローリングに繋いで

いただくという、いわゆるＰＤＣＡのようなサイクルの中で次の計画を

更新していくという流れになると考えております。以上です。 

 

○Ａ委員     「3健やかに育つ施策の推進」の安心できる居場所が確保されることに

ついて、学童クラブの運営など、小学生の居場所は提示されていますが、

現実問題として、中・高校生の居場所がありません。居場所の提供、居

場所づくりの推進・広報など、北広島での対策が必要だと思います。ま

た、親だけではなく、子どもに関わる施設の職員も全て含む大人に、子

どもたちの安心できる居場所が果たす意義の理解を促す研修や学習機会、

情報の提供も必要ではないでしょうか。 

 

○事務局    児童センターにつきましては児童厚生施設でございますので、18 歳未満

の方どなたでも利用できる施設になります。適宜広報等でも周知をしてお

りますけども、なかなか高校生ですとかは市の広報を読む機会は少ないの

かなということも考えておりますので、今後ともそういう形で広報に努め

ていきたいというふうに考えております。 

それから大人に対するというところでございますが、去年ですと保育士

に対する研修の中で、子どもの権利につきまして私どもでお話しさせてい

ただきました。また、校長会にも私が出向きまして子どもの権利に関して

講師を務めさせていただいたところであります。今後については、今年度

スタートで出前講座に 1 項目子どもの権利に関して設けたところでありま

す。そういうところで啓発活動に努めていきたいと考えております。以上

です。 

○Ａ委員    不登校児童生徒への適応指導や保護者への支援の項目はありますが、み
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らい塾に来ている生徒以外で、引きこもりやニート、みらい塾をやめた子

への継続的な関わりや仕組み、対策が必要と考えます。条例ではすべての

子どもがかけがえのない存在として守られるべきと書かれています。 

 

○事務局    相談体制等整えているところと、市には家庭児童相談員というものがお

りまして、そこで子どもの発達、発育あるいは養育の部分の支援を各小中

学校さんに出向いてお子さんの様子をお伺いしたりですとか、各家庭に入

っていて様子をお伺いしたりということを行っております。それから高校

生になっても引き続き支援が必要なお子さんはいらっしゃいますので、主

に養育という部分に関して、家庭児童相談員が入りまして各家庭の支援を

しているというのが現状でございます。以上です。 

 

○会 長    「3健やかに育つ施策の推進」について、よろしいですか。それでは、「4

参加する施策の推進」の説明をお願いいたします。 

 

        （資料に沿って説明） 

 

○会 長    ありがとうございます。「4 参加する施策の推進」につきまして、ご意見

がありましたらお願いたします。 

 

○Ｉ委員    この中で「2守り守られる施策の推進」というところでは、障がいを持つ

子どもに対するさまざまなサービスや施策ということが項目として設けら

れていますが、障がいを持つ子ども達にとって、守り守られるだけではな

く、参加する機会というのはとても大事になってくると思っていますので、

参加するためには障がい者の差別解消法というのがこの度できたと思いま

すが、その項目の中に平等な社会参加ということで障がいの状態とか年齢

とか性別に考慮した合理的配慮という言葉がありますが、そういう合理的

配慮を基本とするというような一文をこの「4参加する施策」の中に取り入

れていただけたらなと思っています。特に子どもの頃は、分けて守っても

らうとか支えてもらうとかいう機会よりも、とにかく近所のお子さんと同

じように参加する機会というのはとても大事なことだと思うので、ぜひこ

の施策の一文の中に障がい特性に合わせた合理的な配慮という言葉を盛り

込んでいただけたらと思っています。 

 

○事務局    次回までにどういう形で取り上げるかということについて、関係課と協
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議させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○Ａ委員    子どもたちが自分たちの意見を発信していけるような子ども会議という

場を設けるということも権利条例の中に書いていたと思いますが、市の方

で子ども会議について計画されているようなことはあるのでしょうか。 

 

○事務局    私共の子どもの権利条例の中で、子ども会議に限定した規定にはなって

おりません。子ども市議会ですとか、入れているところもございますけれ

ども、セレモニー的なものにならないような形で行わなければならないと

考えておりますので、その実効についてはこちらで検証していかなければ

ならないと考えております。以上です。 

 

○Ｂ委員    今の子ども会議のようなものは、ＰＴＡの事業で研究大会があります。

市内の中学生たちがそれぞれの学校でテーマを持った会議の機会を持って

行う活動を年に 1 回行っていますので、ここと直接関係を持つ事業なのか

どうかはわかりませんが、子どもたちが自分たちのことを話しあえる場と

いうのは設けられていると思います。以上です。 

 

○事務局    補足いたします。第 16 条の参加促進のところで、例示として子ども会議

の開催等を設けるよう努めると掲載してございます。先ほど申し上げまし

たように、よくあるパターンとしましては、子ども議会の開催という形で

やっているところは多いというふうにとらえておりますけれども、より子

どもたちが自主的に自分達の意見を申し述べられるところを設けるという

事になりますと、そういう形にとらわれることもないのかなというふうに

考えておりますので、充分検証していきたいと考えております。 

 

○Ａ委員    推進計画を大人だけで作成していますけれども、子どもの声も必要と感

じています。子どもの権利条例策定時にも子ども会議を開催して、大人の

意思が入らない場所で子どもの本音を聴く場面を作りました。そこで出さ

れた意見や思いは大人を納得させる内容でした。こんなまちになってほし

い、してほしい、こんなところなら利用したいと、子ども達の声から子ど

も達が求めているものを知る意見交換会やアンケートなどもあったら良い

と思います。 

 

○事務局    昨年度の話ですが、今年新しい児童センターをオープンするにあたりま
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して、子どもだけにアンケートをとりました。どんな遊具があったらいい

かなどについて意見を頂いて、子どもの意見を反映させた形で児童センタ

ーの設備、遊具等については配置したところでございます。 

それからアンケートにつきまして、前回Ｆ委員からお話がありましたけ

れども、子どもに関する意識の部分の調査をする方向で作業を進めており

ます。札幌等でも行われているというお話をお伺いしておりますけれども、

ある程度年齢層を分けた中で、それぞれの形に応じたアンケート調査を検

討しているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

○Ａ委員    この推進計画を大人だけて作成しているけれども、子どもの声が必要で

はないかということについて、他の委員の方もどんなふうに思っているか

お聞きしたいのですけれど、よろしいでしょうか。 

 

○Ｂ委員    いろいろな年代の子がいると思いますが、すごく小さい子と、それから

大きい子が、一緒のところで話し合う必要ももちろんあると思いますけれ

ども、ある程度の年代に絞って、それぞれ開催することも必要だと思いま

すし、いずれにしても子ども達が自分達でこう思っている、こう感じてい

るということを、大人からのこうすべきであるとかいうことの考え方が入

らないところで、自由に意見を述べさせる場所というのは、私は必要じゃ

ないかなと思っています。 

 

○Ｇ委員    政治等に関して僕らが何を言ってもどうしようもないという思いが若者

たちにはあるようですけれども、せっかくこういうものを制定するのであ

れば、小さいうちから自分達の意見が届くということを体験させる必要が

あるのではないかと考えます。そのために、アンケートや年代に応じた問

いかけ等を工夫しながら、子どもたちの意見を大人の私達が汲み上げてあ

げるというのはとても大事なことではないかというふうに考えます。 

 

○Ｄ委員    推進委員として参加するにあたりまして、改めて権利条例を読ませてい

ただいたのですが、子どもは大人とともに北広島をつくっていくパートナ

ーですという部分、まさにそのとおりだなと思っております。地域の力と

いう部分で昔から地域が子どもたちを支えてくれています。そういう中で、

私が良いなと思ったのは、どこの地域でもやっていると思いますが、中学

校の子ども達が町内清掃に、部活単位等で7割から8割は参加するのです。

そういう中で、先ほど事務局の方でセレモニー的にならないようにという
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お話があって、子ども会議について、Ｂ委員がおっしゃったように、ああ

いう会議の場というのは非常に大事だし、ああいう会議と一緒に日常的な

地域の大人とのディスカッションの場というか、町内会活動をしながら地

域にはこういう中心になってくれている大人の方がいると知ってもらう。

自分もそういうふうに地域の役に立てるようになりたいと考える場ですと

か、あるいはこの間も交通安全の街頭啓発で、小学生も入って交通安全の

旗を地域の方と一緒に持ったりする活動を通じて、この地域をどう作って

いくかということを考えている。そういう場も必要だなと思います。両方

バランス良くあることで子ども達が社会参加ということも考えていくのか

なと思いながら今お話を聞いておりました。 

 

○Ｅ委員    私も子どもの参加はとても必要だと思います。私も前から考えていまし

たが、Ｄ委員と同じように地域での子どもの意見が反映されれば、またこ

の市の子どもの権利条例の方にもそういう子どもが意見を述べて自分たち

の意見が活かされるっていうことはとても喜ばしいことだと思うので、ぜ

ひ子どもの意見を取り上げたらいいなと思います。 

 

○Ｃ委員    大変良い意見だと感じました。もちろん子どもの会議は賛成ですが、発

言の苦手な子どももいるはずです。その中にも意見を持っている子どもも

いるので、アンケートが良い方法ではないかと考えます。 

 

○Ｆ委員    私たちも、子ども会という子ども主体の組織を作って、職員に意見を言

うという場を設けております。長年、どうせ言っても変わらないと言って

いた子ども達に対して、大人もちょっと意識を変えまして、まず発言をさ

せて、実感を持たせました。そして、自分たちの言ったことで変わった、

聞き入れてくれたというところから、子ども達にも変化が出てきたように

実感しておりますので、やはり自分達の意見を聞き入れてくれるというこ

とが子ども達に実感として解る、主体性を持って生きるということを感じ

させてあげるということがとても重要ではないかと思っています。 

 

○Ｉ委員    障がいの施策の場合も、当事者のことは当事者が決める、自分達のこと

は自分達が考えるという方向があります。少し勝手が違うかもしれません

けれども、子どものことに関することについては、やはり子どもの意見も

取り入れて検討していくべきだと思いますし、先ほどＤ委員がおっしゃっ

たこともごもっともなご意見だなと思って聞いておりました。 
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○事務局    いただいたご意見大変ありがとうございます。 

私の住んでいる地区では、お子さんがお祭りに自主的に参加しておりま

して、例えば中学生が太鼓を叩きに来たり、踊りに自主的に参加したりも

結構あります。実際に町内会活動している中で、どうやったらお子さんに

参加していただけるかわからないという部分もあるのかなと考えておりま

して、今回ご提案いただきました色々な形での参加を促すような方法に付

きまして、お示しできたらと考えております。 

地域だけではなく、市の各種事業におきましても、どうやったら子ども

達に参加してもらえるか、自由に入ってもらえるだろうかという部分をあ

る程度提案させていただけたらと考えております。 

 

○会 長    話してよかったとか、聞いてくれたとか、そういう意識というのは子ど

も達にとってすごく大切なことだと思います。この子どもの権利条例は、

まずは子どもの意見というのが先に立っていますので、私たちがある程度

の環境を作ってあげなければいけないとは思いますが、先ほどＣ委員がお

っしゃっていたとおり、いきなり子ども達だけでいいのか、アンケートを

とるなりして、段階的に子どもの話し合いをするような場所を作ったらい

いのか、段階があるのではないかという気はしています。 

 

○Ａ委員    4 月 23 日付で道新に掲載されていた全国学力テストの件について、市町

村で学校別成績を公表することが可能とはなったが、北広島の動きはどう

なでしょうか。子どもの学びの支援の項目の 3（1）の学力向上推進事業に

も関わることであるので、平成 24 年度の状況では結果を分析検証し指導方

法等の改善を図ったとありますが、条例の推進委員としては、発表するこ

とによって子どもを競い合わせ、優劣をつけることに繋がるのではないか

と危惧します。子どもの最善の利益に繋がり、大人の利益にならないよう

考慮し、各学校の指導にお任せしても良いのではないかと考えます。 

 

○会 長    北広島市の動きとして、どうなっているか教えていただけますか。 

 

○事務局    事務局としては、今は情報を持ち合わせておりませんので、確認をした

上で次回報告させていただきたいと思います。 

 

○会 長    「4参加する施策の推進」につきまして、ほか何か意見がありましたらお
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願いいたします。 

 

○Ｄ委員    参加する施策の推進と重ね合わせて町内会の部分で考えたのですが、自

分で意見を表明し、仲間と集うことの前提として、社会に参加するという

部分を私たちは本当に重視していく必要があると思います。やはり今回北

広島市の教育施策の中でも、未来の社会人というキーワードがありますけ

れども、私たちの教育というのは良き社会人を育てるということだろうと

思っています。そのために町内会というのは子ども達が社会参加を学ぶた

めの本当に良い学校だと思います。しかしながら、ご承知のように町内会

の活動というのは、一部の方が苦労しているというところもあります。で

すから、そういう町内会の行事、2月であれば節分の豆まきを健連協主催で

やりますけれども、中学生は鬼役あるいはゲームの企画役ということで小

学生をもてなして、高校生は豚汁を作ってという活動をしているのですが、

そういった活動を町内会ですとか地域の組織と連携しながら、子どもたち

に色々な部分で仲間と関わり、自分の意見を表明していく機会を作ってい

くことで、先ほどＣ委員がおっしゃっていた、なかなか意見を言うのが苦

手な子についてもトレーニングになる部分もありますから、そういう機会

を意識的に色々な場で作っていくというのはとても大切なことだなと改め

て施策の推進を読みながら考えました。 

 

○会 長    ありがとうございます。他ございませんか。 

それでは事務局から何かございますか。 

 

○事務局    次回ですが、今回いただいたご意見等につきましてフィードバックさせ

ていただきたいと考えております。次回は全体を通しましての話をさせて

いただくということでよろしくお願いいたします。日程につきましてはな

るべく早目にこちらからお示しさせていただけたらと考えております。 

今回に付きましては、年度末年度初めということもありまして、日程が

差し迫っていた部分もあったものですから、すぐという形にならなくて申

し訳なかったですけれども、次回についてはなるべく早めにお示しできれ

ばと考えております。 

 

○会 長    それでは、平成 26年第 1回目の子どもの権利推進委員会を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 


